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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体に造影剤を投与し、その造影剤からの反射及び散乱によって得られる超音波信号
を映像化する超音波診断装置において、
　前記被検体の組織内に前記造影剤が灌流する灌流開始時刻を決定する第１の処理手段と
、
　前記超音波信号のうち前記第１の処理手段で決定された灌流開始時刻以降の複数画像又
はそれに準じる信号を時系列に積算する第２の処理手段と、
　前記第２の処理手段で積算された画像又はそれに準じる信号を表示する第３の処理手段
とを備え、
　前記第２の処理手段は、前記灌流開始時刻以降の複数画像又はそれに準じる信号に対し
前記被検体の臓器の変形に合わせて積算する画素同士の組み合わせを変更する処理手段を
有することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　前記第１の処理手段は、前記造影剤の投入時刻を基準にして操作者の指定により前記造
影剤の灌流開始時刻を決定するように制御する処理手段を有する請求項１記載の超音波診
断装置。
【請求項３】
　前記第２の処理手段は、前記灌流開始時刻以降の複数画像又はそれに準じる信号をその
対数変換前に積算する処理手段を有する請求項１記載の超音波診断装置。
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【請求項４】
　前記第２の処理手段は、前記灌流開始時刻以降の複数画像又はそれに準じる信号をその
対数変換後に逆対数変換して積算する処理手段を有する請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記第２の処理手段は、前記灌流開始時刻以降の複数画像又はそれに準じる信号に対し
輝度補正を加えた後に積算する処理手段を有し、前記輝度補正は、輝度変化曲線の到達点
を基準に正規化することである請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記第３の処理手段は、前記第２の処理手段による積算処理によって得られた画像に対
して輝度値に応じた色を割り当てる処理手段を有する請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記３つの処理手段により得られた互いに異なる動画像からの複数の積算画像を互いに
比較可能に並べて表示する第４の処理手段をさらに備えた請求項１記載の超音波診断装置
。
【請求項８】
　前記３つの処理手段により得られた互いに異なる動画像からの２種類の積算画像を互い
に減算しその差分量に応じた画像を得る第５の処理手段をさらに備えた請求項１記載の超
音波診断装置。
【請求項９】
　被検体に造影剤を投与し、その造影剤からの反射及び散乱によって得られる超音波信号
を映像化する超音波診断装置において、
　前記被検体の組織内に前記造影剤が灌流する灌流開始時刻を決定する第１の処理手段と
、
　前記超音波信号のうち前記第１の処理手段で決定された灌流開始時刻以降の複数画像又
はそれに準じる信号を時系列に積算する第２の処理手段と、
　前記第２の処理手段で積算された画像又はそれに準じる信号を表示する第３の処理手段
とを備え、
　前記第２の処理手段は、前記灌流開始時刻以降の複数画像又はそれに準じる信号のうち
特定の心時相の画像のみを選択して積算する処理手段を有することを特徴とする超音波診
断装置。
【請求項１０】
　請求項１記載の超音波診断装置において、前記被検体に投与される造影剤からの反射及
び散乱によって得られる超音波信号を解析する超音波信号解析装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、超音波造影剤を用いて血流パフュージョンの検出およびそのパフュージョン
の定量評価を行うことの可能な超音波診断装置及び超音波信号解析装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
超音波診断装置は、生体内に超音波を送信し、かつ生体内から反射及び散乱されてくる超
音波を受信することにより、生体内の構造を映像化する医療用映像装置であり、とくに近
年では、超音波造影剤を用いて、より正確な血流動態の評価も可能になってきている。こ
れは、超音波造影剤が、微小気泡から構成され、その微小気泡が超音波に対してより強い
散乱を引き起こし、血流からの超音波信号を増強できる点、また散乱の非線形性が強く、
送信に使用された周波数以外の周波数成分を散乱の際に発生させることができる点等の性
質に基づくものである。この性質を用いて、より染影度の高い映像手法も考案されている
。
【０００３】
その一例として、「ハーモニックイメージング法」と呼ばれる手法がある。この手法は、
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送信に使用された周波数の整数倍の周波数成分を用いて、映像化を行う手法である。この
手法においては、通常、造影剤のない部分からの受信信号（以下、「組織信号」と称す）
には、比較的少ないハーモニック成分しか含まれていないため、組織信号に比べ相対的に
造影剤からの受信信号（以下、「造影信号」と称す）が多く受信され、よりコントラスト
の強い染影像を得ることができる。
【０００４】
これとは別の映像法として、「フラッシュエコーイメージング法」と呼ばれる手法がある
。この手法は、超音波の照射により造影剤の微小気泡が崩壊する際に、強い反射信号が得
られることを利用した映像法である。この映像法においては、通常、超音波の照射を一定
期間（例えば、数秒程度）停止することで組織中に造影剤を溜めておいて、次に強い超音
波を照射して強い造影信号を得ることが行われている。この手法は、送信受信のシーケン
スを定めているもので、受信信号の周波数を定めるものではないため、ハーモニックイメ
ージング法と併用されることも多い。
【０００５】
さらに、強い超音波を照射して組織中の造影剤を崩壊させた後、組織中に造影剤が再灌流
してくる様子を映像化する手法もある。この手法では、造影剤の流入過程を繰り返し再現
できるので、流入速度の定量化に向いているといったメリットがある。
【０００６】
上記のように超音波造影剤を用いて映像化する手法においては、造影剤投与後の造影剤灌
流の様子を定量化する場合、一般的には「輝度変化曲線」と呼ばれる手法が知られている
。この輝度変化曲線は、横軸に時間、縦軸に特定の場所の輝度を取って、その時系列の輝
度変化をプロットするものである。この輝度変化曲線を用いた手法の例を図１３及び図１
４に基づいて説明する。
【０００７】
図１３は、超音波診断装置のモニタ上に表示される体内の心筋と冠動脈の関係を模式的に
示し、図１４は、図１３に示す心筋上にＲＯＩ（関心領域）を設定して、心筋の染影像の
輝度変化を時間を横軸にして時系列にプロットした輝度変化曲線を想定して描いている。
【０００８】
一般に、図１４に示す輝度変化曲線の到達輝度値は、心筋内の血流容積を反映し、その曲
線の立ち上がりの態様が心筋部分への血流の流入速度を反映すると言われている。従って
、心筋に血液を供給する冠動脈に狭窄があって、血流の心筋への流入速度が低ければ、な
かなか輝度が上昇しないが、最終的に到達する輝度レベルは、流入速度に依存せず、心筋
の単位体積内にどの程度血流が充満し得るかを反映したものになる。図１４は、その様子
を表現しており、図中の黒丸のプロットで形成される輝度変化曲線は、心筋に血液を供給
する冠動脈に狭窄がない場合、図中の白丸のプロットで形成される輝度変化曲線は、狭窄
がある場合をそれぞれ示している。
【０００９】
図１４において、冠動脈に狭窄がある場合とない場合とでは、心筋部分を流れる血液の量
には差がないため、両方の輝度変化曲線の到達には違いが無く、明瞭な違いが見られない
が、そこに至る過程には大きな違いがある。すなわち、冠動脈に狭窄がある場合は、心筋
への血液供給量が少ないため、冠動脈に狭窄がない場合と比べ染影の立ち上がりが遅くな
っている。従って、輝度変化曲線の立ち上がる様子（過程）を検討すれば、冠動脈の狭窄
について評価することが可能となる。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、前述した輝度変化曲線は、１つの限定された領域の変化をプロットするも
のであり、対象とする組織内で血流の灌流の様子がどのように変化するかを表現すること
はできない。また、立ち上がりの様子を定量的に評価するといっても、図１４の輝度変化
曲線でも示されるように、曲線の立ち上がり時刻として、どの時刻を用いるかによって、
その立ち上がりの傾きが変わってしまい、正確な評価が難しくなる。
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【００１１】
本発明は、上記のような従来の事情を考慮になされたもので、対象とする生体内組織への
血流の灌流程度を正確かつ簡便で、しかも安定して映像化し得る手法を提供することを目
的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
本発明は、造影剤の投与や再灌流のような輝度変化曲線の立ち上がり開始時刻から、輝度
が到達点に達するまでの画像を積算した積算画像を生成及び表示する手段を提供すること
で、上記課題を解決するものである。前述の図１４に示す２つの輝度変化曲線を見ても分
かるように、曲線の立ち上がりの傾きによって、輝度変化曲線の面積が変化する。１点の
輝度変化曲線の面積は、画像として考えれば画像の積算値に対応する。つまり、画像の積
算を行えば、輝度変化曲線の立ち上がりに依存した情報を画像として表現できる。本発明
は、このような着想を元に完成されたものである。
【００１３】
　すなわち、本発明に係る超音波診断装置は、被検体に造影剤を投与し、その造影剤から
の反射及び散乱によって得られる超音波信号を映像化する超音波診断装置において、前記
被検体の組織内に前記造影剤が灌流する灌流開始時刻を決定する第１の処理手段と、前記
超音波信号のうち前記第１の処理手段で決定された灌流開始時刻以降の複数画像又はそれ
に準じる信号を時系列に積算する第２の処理手段と、前記第２の処理手段で積算された画
像又はそれに準じる信号を表示する第３の処理手段とを備え、前記第２の処理手段は、前
記灌流開始時刻以降の複数画像又はそれに準じる信号に対し前記被検体の臓器の変形に合
わせて積算する画素同士の組み合わせを変更する処理手段を有することを特徴とする。
【００１４】
　前記第１の処理手段は、好ましくは、前記造影剤の投入時刻を基準にして操作者の指定
により前記造影剤の灌流開始時刻を決定するように制御する処理手段を有する。
【００１５】
　前記第２の処理手段は、好ましくは、前記灌流開始時刻以降の複数画像又はそれに準じ
る信号をその対数変換前に積算する処理手段を有するものであり、また、前記第２の処理
手段は、前記灌流開始時刻以降の複数画像又はそれに準じる信号をその対数変換後に逆対
数変換して積算する処理手段を有するものであり、さらに、前記第２の処理手段は、前記
灌流開始時刻以降の複数画像又はそれに準じる信号に対し輝度補正を加えた後に積算する
処理手段を有し、前記輝度補正は、輝度変化曲線の到達点を基準に正規化することである
。
【００１６】
前記第３の処理手段は、好ましくは、前記第２の処理手段による積算処理によって得られ
た画像に対して輝度値に応じた色を割り当てる処理手段を有する。
【００１７】
上記構成においては、前記３つの処理手段により得られた互いに異なる動画像からの複数
の積算画像を互いに比較可能に並べて表示する第４の処理手段、及び前記３つの処理手段
により得られた互いに異なる動画像からの２種類の積算画像を互いに減算しその差分量に
応じた画像を得る第５の処理手段をさらに備えることが可能である。
【００１８】
　また、本発明に係る超音波診断装置は、好ましくは、被検体に造影剤を投与し、その造
影剤からの反射及び散乱によって得られる超音波信号を映像化する超音波診断装置におい
て、前記被検体の組織内に前記造影剤が灌流する灌流開始時刻を決定する第１の処理手段
と、前記超音波信号のうち前記第１の処理手段で決定された灌流開始時刻以降の複数画像
又はそれに準じる信号を時系列に積算する第２の処理手段と、前記第２の処理手段で積算
された画像又はそれに準じる信号を表示する第３の処理手段とを備え、前記第２の処理手
段は、前記灌流開始時刻以降の複数画像又はそれに準じる信号のうち特定の心時相の画像
のみを選択して積算する処理手段を有することを特徴とするものである。



(5) JP 4113702 B2 2008.7.9

10

20

30

40

50

　さらに、本発明に係る超音波診断装置は、好ましくは、請求項１記載の超音波診断装置
において、前記被検体に投与される造影剤からの反射及び散乱によって得られる超音波信
号を解析するものである。
【００２０】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の実施の形態に係る超音波診断装置及び超音波信号解析装置を添付図面を
参照して説明する。
【００２１】
図１に示す超音波診断装置は、超音波プローブ１１と、その超音波プローブ１１に接続さ
れる装置本体側の各ユニット、すなわちＣＰＵを主な構成要素とするコントロールユニッ
ト２１のほか、このコントロールユニット２１からの静的及び動的な制御を受けて全体が
一体となって動作する送信部２２、受信部２３、ビームフォーマー部２４、Ｂ／Ｍモード
信号処理部２５、ＣＦＭ（カラー・フロー・マッピング）モード信号処理部２６、Ｂ／Ｍ
モード用の画像再構成部２７、ＣＦＭモード用の画像再構成部２８、ビデオインターフェ
ース２９、モニタ３０、及び操作デバイス（操作者による各種スイッチ操作、入力操作が
可能なキーボード、マウス、トラックボール等）４０に加え、本発明の各処理手段を担う
積算処理部３１から構成される。
【００２２】
また、この超音波診断装置には、コントロールユニット２１の制御の元で、心電計４１か
らのＥＣＧ（心電図）波形を入力可能となっている。
【００２３】
図１に示す装置構成における基本的な動作を説明すると、まず、コントロールユニット２
１による制御の元で、送信部２３からの駆動パルスを受けて超音波プローブ１１からの超
音波が被検体の生体内に向け送信される。これにより生体内からの反射及び散乱によって
帰ってきた超音波が超音波プローブ１１により受信され、その各素子からの微小な電気信
号が受信部２３にて増幅される。この増幅された受信信号は、ビームフォーマー部２４に
てＡＤ（アナログ／デジタル）変換され、適切な遅延付与後に整相加算され、これにより
フォーカシングの処理が施される。このようにフォーカシングされた信号は、Ｂ／Ｍモー
ド信号処理部２５又はＣＦＭモード信号処理部２６にて、それぞれのモードに特有の処理
が行われる。
【００２４】
すなわち、Ｂ／Ｍモード信号処理部２５では、受信信号に対するバンドパスフィルタ処理
が行われた後、その包絡線成分が検出され、さらにＬＯＧ（対数）圧縮処理が行われる。
その他、エッジ強調等の処理が行われる場合もある。
【００２５】
また、ＣＦＭモード信号処理部２６では、組織信号と血流信号を分離するためのハイパス
フィルタ処理（ＭＴＩフィルタ若しくはＷａｌｌフィルタと呼ばれている）が行われ、つ
いで、血流や組織の移動速度を検出するための自己相関処理が行われる。その他、組織信
号を低減及び削除するための非線形処理が行われる場合もある。
【００２６】
その後、それぞれのモードで特有の処理が施された信号は、画像再構成部２７、２８にて
、超音波ビームの送受信に対応した位置にマッピングされ、画像化される。これで得られ
たＢ／Ｍモード用の画像信号及びＣＦＭモード用の画像信号は、ビデオインターフェース
部２９にて、画像に関する様々な情報（グラフ等も含む）と組み合わせる等、モニタ表示
用のレイアウト処理が施された画像として構成され、モニタ３０上に表示される。
【００２７】
積算処理部３１は、例えばＣＰＵを含むプロセッサから構成され、予め設定された処理シ
ーケンスを実行するもので、上記の各ユニット２２～３０と同様に、コントロールユニッ
ト２１からの制御を受けて上記の各ユニット２２～３０と共に一体に動作することにより
、本発明の各処理手段を成す後述の各処理を実行可能となっている。この積算処理部３１
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では、その処理対象である入力信号として、画像再構成部２７、２８からの出力信号のほ
か、処理の内容によって、それ以前の信号、例えばＢ／Ｍモード信号処理部２５及びＣＦ
Ｍモード信号処理部２６の入力信号又は出力信号を処理可能となっている。
【００２８】
　ここで、この積算処理部３１の処理例を中心に本例の全体動作を図２～図１１に基づい
て説明する。
　積算処理部３１は、上記構成で得られる超音波信号に対して、例えば図２に示す処理シ
ーケンスを実行する。この処理シーケンスは、大きく分けると、１）造影剤の対象臓器へ
の流入開始点（灌流開始点）を作り出す手法に基づく処理（ステップＳ１）、２）得られ
た信号に対する積算処理（ステップＳ２）、３）積算画像の表示処理（ステップＳ３）で
構成される。以下、各ステップＳ１～Ｓ３毎にその処理内容を詳細に説明していく。
【００２９】
１）超音波造影剤の対象臓器への流入開始点を作り出す手法に基づく処理（ステップＳ１
）
本発明の骨子は、前述の通り、画像もしくはそれに準じる信号を流入開始点からある特定
の時相まで積算処理を行うことである。よって、組織への造影剤の流入タイミングを制御
し、それに基づいて決められた流入開始点（灌流開始時刻）から積算処理を開始する必要
がある。その方法には、大きく分けて、１Ａ）造影剤の投入タイミングを基準点として灌
流開始時刻を決める方法、１Ｂ）高音圧による造影剤の崩壊とこれに引き続き行われる低
音圧による映像化を組み合わせたシーケンスの条件下で灌流開始時刻を決める手法、１Ｃ
）フラッシュエコー法を利用して灌流開始時刻を決める方法の３種類が考えられる。以下
、この３種類の方法を説明する。
【００３０】
１Ａ）造影剤の投入タイミングを基準点として灌流開始時刻を決める方法
図３（ａ）は、この方法を説明する輝度変化曲線の例を示す。この方法では、図示のよう
に輝度変化曲線上で「造影剤投入時刻ｔ０」を基準点として「心筋灌流開始時刻ｔｓ」を
決めるもので、特殊な処理シーケンスは必要としない。この手法では、生体内に造影剤が
投与された時点から対象となる組織に最初の造影剤が到達する時点までに弱冠のタイムラ
グがある。そこで、実際にはモニタ３０に表示される画像上で関心領域（ＲＯＩ）等によ
り選んだ特定の部分の輝度変化曲線をモニタ３０上に表示（又は印刷）し、そのグラフ形
状を見て操作者が操作デバイス４０を適宜操作して灌流開始時刻を決定する必要がある。
【００３１】
　例えば、図３（ｂ）に示すように、モニタ３０上に表示される超音波像（取得画像）上
で操作者がトラックボール等の操作デバイス４０を操作してＲＯＩを指定することにより
、そのＲＯＩ指定箇所の輝度変化曲線を同一モニタ３０上の所定位置にグラフ表示させ、
そのグラフを確認しながら操作者の指示操作により灌流開始時刻を決定してもよい。
【００３２】
この方法では、積算処理部３１の処理にて上記のように操作者の操作に依存した制御が実
施される。しかし、この手法は、投与開始によって灌流開始時刻が決定されるため、１回
の投与に対して１度しか計測ができず、従って１断面からの結果しか得られず、これでは
超音波プローブ１１を用手的に操作して対象臓器の様々な断面を映像化することで臓器全
体からの情報を得る場合にとくに不利となる。また、映像化するために超音波の送信を行
う必要があるため、超音波の送信により常に造影剤が崩壊している可能性があり、正確な
流入速度を反映しない可能性も残る。従って、実際の使用に際しては、これらのファクタ
を十分考慮に入れることがより望ましい。
【００３３】
１Ｂ）高音圧による造影剤の崩壊とこれに引き続き行われる低音圧による映像化を組み合
わせたシーケンスの条件下で灌流開始時刻を決める手法
図４は、この手法の原理を示すものである。この手法は、図４中の上段（縦軸：超音波送
信時の駆動電圧、横軸：時間）に示すように高い音圧と低い音圧の時相を組み合わせて送
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信のシーケンス、すなわち高い音圧を送信することで臓器内の造影剤を崩壊させることで
「灌流開始時刻ｔｓ」を作り出し、次いで低い音圧で送信することで極力、造影剤を壊さ
ないように造影剤の染影像を得るものである。すなわち、図４中の下段（輝度変化曲線）
に示すように灌流開始時刻ｔｓは、高音圧送信の終了時点に相当する。また、この手法で
は、映像化の際に造影剤の崩壊を防ぐため、送信音圧を極力、低くする必要があるが、そ
うすると、映像化の際に十分なＳ／Ｎ比を得ることが困難になってくるため、実際の使用
に際しては両者のバランスを適宜取ることが望ましい。
【００３４】
１Ｃ）フラッシュエコー法を利用して灌流開始時刻を決める方法
この方法は、フラッシュエコー法を利用するものである。フラッシュエコー法は、前述し
た通り、超音波の送信を一定時間止めて、組織内に造影剤を蓄積してから、強い超音波を
放射して造影剤の微小気泡を崩壊させながら造影剤からの強い受信信号を得る手法である
。この手法を応用すると、輝度変化の過程を得ることができる。このことを図５を参照し
て説明する。
【００３５】
図５は、この方法の具体的なシーケンスを示す。この方法では、高音圧の送信により造影
剤を崩壊させ灌流開始時刻を作り出す点は、上記１Ｂ）と同様であるが、その映像化の手
法が異なり、そのタイミングを自動的に変化させている。例えば、図５中に上段（送信及
び映像化のシーケンス）に示すように、高音圧の送信を休止する間隔を図中の休止時間Ｔ
～５Ｔに示すように徐所に長くし、これにより組織へ充満する造影剤の量を増やしていく
と、その送信時刻に相当する映像化時刻ｔ１～ｔ５で得られる画像の輝度も徐々に上昇し
ていく。
【００３６】
すなわち、この手法の場合には、図５中の下段（輝度変化曲線）に示すように、それぞれ
の休止時間Ｔ～５Ｔは、灌流開始時刻から輝度変化過程のそれぞれの時刻ｔ１～ｔ５まで
の時間に相当している。また、この手法によれば、造影剤が組織に充満する過程では一切
の送信は行われておらず、造影剤の崩壊がないので、正確に流入速度を反映することも期
待される。ただし、この手法では、高音圧送信と休止期間を所定回数繰り返す必要がある
ので、シーケンス完了までに時間が掛かり、患者の体動や呼吸の影響を受けやすい面もあ
るため、この点を踏まえた上で適宜利用することが好ましい。
【００３７】
以上、上記１）のうち、１Ａ）～１Ｃ）のいずれかの方法・手法を用いた処理が、コント
ロールユニット２１による制御の元で、積算処理部３１にて実行され、造影剤の灌流開始
時刻が決定される。
【００３８】
（２）得られた信号に対する積算処理
上記１）にて造影剤の灌流開始時刻が決定されると、次の段階として、その決定された灌
流開始時刻以降の取得画像を積算する処理が積算処理部３１にて行われる。図６は、この
積算処理の基本的な内容を模式的に説明するものである。図６において、上記１）の内の
１Ａ）～１Ｃ）のいずれかの方法で得られた灌流開始時刻から始まる取得画像（動画像）
▲１▼～▲６▼を入力として灌流開始時刻から当該時相までの積算処理（図中の例では▲
１▼＋▲２▼、▲１▼＋▲２▼＋▲３▼、▲１▼＋▲２▼＋▲３▼＋▲４▼、▲１▼＋▲
２▼＋▲３▼＋▲４▼＋▲５▼、▲１▼＋▲２▼＋▲３▼＋▲４▼＋▲５▼＋▲６▼参照
）を行い、その結果を積算画像（動画像）（図中の例では▲１▼→Ａ１、▲１▼＋▲２▼
→Ａ２、▲１▼＋▲２▼＋▲３▼→Ａ３、▲１▼＋▲２▼＋▲３▼＋▲４▼→Ａ４、▲１
▼＋▲２▼＋▲３▼＋▲４▼＋▲５▼→Ａ５、▲１▼＋▲２▼＋▲３▼＋▲４▼＋▲５▼
＋▲６▼→Ａ６参照）Ａ１～Ａ６として出力する。
【００３９】
この例は、動画像であるが、静止画として評価する場合には、操作者によって定められた
時刻までの積算処理画像を静止画として出力できる。積算処理に用いる画像は、図１に示
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すＢ／Ｍモード信号処理部２５からのＢモード像でも、ＣＦＭモード信号処理部２６から
のＣＦＭ像（特にパワー像）でも良い。
【００４０】
上記の積算処理に際しては、必要に応じて、２Ａ）ＬＯＧ変換前の信号の積算、２Ｂ）積
算対象画像の選択と画像の位置調整（同一心時相の画像を選択して積算する方法、又は臓
器の変形・移動に合わせて積算処理対象の制御点を移動させる方法）、２Ｃ）最大値によ
る正規化等のさらに詳細な処理が選択可能に行われる。以下、これらの処理を順次説明す
る。
【００４１】
２Ａ）ＬＯＧ変換前の信号の積算
超音波診断装置では、一般に広いダイナミックレンジの信号を表示可能とするための画像
処理としてＬＯＧ変換が行われる。そこで、上記の積算対象の画像として、通常のＬＯＧ
変換後の画像を使っても良いが、ＬＯＧ変換前の画像を積算することにより、よりコント
ラストの良い積算画像を得られる可能性もある。このようにＬＯＧ変換前の画像を積算す
る方法としては、画像再構成（スキャンコンバージョン）後の画像に対し逆ＬＯＧ変換を
施すものでも、ＬＯＧ変換前の信号に対し積算処理し、その後、画像再構成（スキャンコ
ンバージョン）処理を施すものでも良い。この２通りの積算処理が選択可能な積算処理部
の標準的な構成例を図７に示す。
【００４２】
図７に示す積算処理部３１には、Ｂ／Ｍモード信号処理部２５（図中の例ではバンドパス
フィルタ２５ａ、包絡線検波部２５ｂ、ＬＯＧ変換部２５ｃ、及びエッジ強調部２５ｄで
構成される）にてＬＯＧ変換され、画像再構成部２７にて処理された信号に対し積算処理
を行うＡ系統の処理系、すなわち第１逆ＬＯＧ変換部３１ａ及び第１積算処理部３１ｂ及
び第３ＬＯＧ変換部３１ｃと、Ｂ／Ｍモード信号処理部２５にてＬＯＧ変換される前の信
号に対し積算処理を行うＢ系統の処理系、すなわち第２積算処理部３１ｄ及び第２ＬＯＧ
変換部３１ｅとが含まれる。
【００４３】
２Ｂ）積算対象画像の選択と画像の位置調整
上記の積算対象の画像として、連続的に収集される動画の全てのフレームを用いることも
できるが、その場合は臓器の移動が積算に影響すると想定される。例えば、心臓のように
運動が活発な臓器では、拍動により心筋が動くので、心筋の異なる位置の輝度同士を積算
処理してしまう。これを防ぐために、以下の２つの方法を取ることがより好ましい。
【００４４】
１つ目は、同一心時相の画像を選択して積算する方法であり、その手法の一例を図８に示
す。図８の例では、ＥＣＧ同期により同一心時相の画像を取得する方法を説明するもので
ある。この方法は、心電計４１（図１参照）から超音波診断装置に入力されるＥＣＧ波形
を元にこれに時系列に対応する一連の取得画像の中から同一心時相、例えば図中の例では
心臓の拡張末期の画像（拡張末期像）のみを選び、その選ばれた拡張末期像のみを積算対
象とするものである。この方法によれば、同一時相、特に拡張末期のように心臓があまり
動かない時相の画像を選んで積算処理を行えば、心臓の動きの影響を受けずに適切に積算
処理を行うことができる。
【００４５】
２つ目は、臓器の変形・移動に合わせて積算処理の制御点を移動させる方法であり、その
方法の一例を図９に示す。図９の例では、積算対象の画像として、心臓の短軸像を例にし
ているが、他の心臓の異なる断面や他の臓器でも同様の方法を適用可能である。
【００４６】
図９に示す例では、操作者がＥＣＧ波形の心時相に対応して得られた取得画像の内の適当
なフレームの画像（図中では心臓の拡張末期像及び収縮末期像）を選び、その画像上で心
筋の内膜と外膜の位置をそれぞれトレースする。この際のトレース方法は、例えば既知の
ＡＣＴ技術（特開平８－９６１４３号参照）等の既存の如何なる手法を用いても良い。図
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中の例では、心臓の拡張末期と収縮末期の時相で心筋の内膜及び外膜がトレースされてい
る例（図中の点線参照）を示す。この心筋の内外膜の位置で分かるように心臓の収縮末期
では拡張末期に比べて心筋が厚くなっている。
【００４７】
上記のトレース後、心筋の内膜側から外膜側にかけて全周的に積算位置を調整するための
積算制御点が仮想的に配置・設定される。図９に示す例では、積算制御点がある１つの方
向のみに沿って配置されているが、これは便宜上、簡略化しただけであり、実際には全周
的に配置される。このとき、心筋の内外膜に指定されたトレースラインの位置変化に応じ
て比例配分的に積算制御点の位置が変更される。また、心臓の収縮末期と拡張末期の間の
フレームについては心筋の内外膜の位置が補間処理で作成され、その位置に応じた積算制
御点が上記と同様の処理により配置・設定される。
【００４８】
上記の積算制御点を変更する際の基準となる心筋の内外膜のトレースラインの設定手順を
さらに詳細に説明する。
【００４９】
まず、積算対象となる取得画像（動画）に含まれる心臓の拡張末期像の内の最初のフレー
ムにトレース処理が行われた後、一旦そのトレースラインが積算対象となる取得画像の全
てのフレームに適応される。その後、例えば、心臓の収縮末期像に対してトレースライン
の位置が変更されたとする。
【００５０】
そうすると、トレースライン上では既に積算制御点が配置・設定されているため、トレー
スライン位置の変更に伴い、そのトレースライン上の積算制御点も変更される。この際、
心臓の収縮末期像と次の拡張末期像の間にさらに変更するフレームがあれば、同様の操作
を行い、変更するフレームがなければ、この時点で完了のスイッチ操作が行われる。
【００５１】
上記の操作によって、心臓の収縮末期像と次の拡張末期像の間のフレームにおける心筋の
内外膜トレースラインの全ての位置が補間処理により自動的に変更され、全ての積算制御
点の位置が変更される。そして、最後の処理段階で、対応する積算制御点同士で積算処理
が行われる。
【００５２】
２Ｃ）最大値による正規化
前述の図６に示す基本的な積算処理の例では、得られた信号値を単純に積算しているが、
輝度変化曲線の傾きに依存しやすいパラメータを画像化したい場合には、輝度変化曲線の
到達点を基準に正規化した値、すなわち到達点の値で割った値を積算しても良い。これは
、各画素の積算対象となる値の最大値で全体を割るという処理になる。ただし、超音波像
は、スペックルと呼ばれる斑文状の模様で構成されており、単に各画素の積算対象となる
値の最大値で割るとスペックルの影響で不適切になってしまうため、その対策として、近
傍の画素の平均値を算出し、そのフレーム間の最大値を正規化処理に用いることが望まし
い。
【００５３】
以上、上記２）の積算処理（必要に応じて、２Ａ）～２Ｃ）の処理が付加される）は、コ
ントロールユニット２１による制御の元で、積算処理部３１にて実行され、これにより、
造影剤の灌流開始時刻以降の取得画像が積算される。
【００５４】
（３）積算画像の表示処理
上記２）で積算された画像は、積算処理部３１の処理により、ビデオインターフェース２
９に出力され、モニタ３０上に表示される。この際の画像表示は、図１０（ａ）に示すグ
レースケール表示、又は図１０（ｂ）にカラー表示のいずれの場合でもよい。この場合の
積算画像は、例えば輝度が小さいものから大きくなる程、グレースケール表示では「黒色
」→「灰色」→「白色」に、またカラー表示では「暗赤色」→「赤色」→「黄色」（他の
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例では「青色」→「緑色」→「赤色」等、操作者が適宜操作して変更してもよい）に、そ
れぞれ所定の表示精度で漸次変化していく（図示の例では、グレースケール表示に比べカ
ラー表示の方がコントラストが明瞭で分かりやすい）。
【００５５】
従って、前述の図１及び図２に戻り、積算処理部３１にて上記１）～３）の積算処理（ス
テップＳ１～Ｓ３）を実行して積算画像を取得し表示することにより、輝度変化曲線の立
ち上がりに依存した情報を容易に且つ迅速に識別可能な画像として正確に表現でき、これ
により対象とする生体内組織への血流の灌流程度を簡便な手法で正確かつ安定して映像化
できる。
【００５６】
なお、本実施形態の変形例として、互いに異なる２つの画像から得られる積算画像を比較
する方法を用いてもよい。例えば、心臓の検査では、心臓の動きを活発にして心筋内の虚
血現象を誘発するため、負荷エコー検査という手法がある。この負荷エコー検査には、虚
血性心疾患が疑われる患者に対して、ある一定の運動をさせる場合と、薬物を与えること
で心臓の心筋が活発に動くようにさせる場合との２通りの方法がある。これらの手法を上
記の積算処理１）～３）と組み合わせると、より精度の高い診断を行うことが可能である
。このことを図１１及び図１２に基づいて説明する。
【００５７】
図１１（ａ）及び（ｂ）は、冠動脈の狭窄の有無による輝度変化曲線の変化を説明するも
ので、図１１（ａ）が正常領域（冠動脈の狭窄無し）の例、図１１（ｂ）が狭窄のある冠
動脈の支配領域の例をそれぞれ示す。
【００５８】
まず、冠動脈の狭窄がない正常領域では負荷が与えられることによって心筋内への血流の
流入が増えるため、図１１（ａ）に示す負荷付与前後の２つの輝度変化曲線で比べると、
負荷付与前よりも負荷付与後の方が輝度が急速に立ち上がるようになる。このため、負荷
付与前後の２つの積算画像の差分をとると、その値が大きくなる傾向にある。
【００５９】
これに対し、そこを支配する冠動脈に狭窄がある場合、その狭窄により冠動脈の血流量が
制限されてしまうため、図１１（ｂ）に示す負荷付与前後の２つの輝度変化曲線で比べる
と、負荷付与前に対し負荷付与後の輝度の立ち上がりはあまり変化しない。このため、負
荷付与前後の２つの積算画像の差分をとると、その値が小さくなる傾向にある。
【００６０】
上記の性質を利用して、負荷の有無により得られる２種類の取得画像（動画）から、それ
ぞれ上記の積算処理１）～３）にて２種類の積算画像を取得し、例えば図１２（ａ）に示
すように両者を容易に比較し得るように並べてモニタ３０上に表示したり、図１２（ｂ）
に示すようにその２種類の積算画像の差分をとり（両画像の減算処理を行い）、その差分
の大小を反映した画像をモニタ３０上に表示したりする（なお、本例では図示していない
が、同一モニタ３０上に負荷前後の２種類の画像及びその両画像の減算処理後の画像の全
てを表示することも可能である）。
【００６１】
この減算処理後の画像は、例えばグレースケール表示では、狭窄のある冠動脈の支配領域
では差分量が小さく、従って輝度が小さくなるために暗く、また正常領域が差分量が大き
く、従って輝度が大きくなるために明るく表示される。
【００６２】
なお、本発明は、代表的に例示した上述の実施形態及び適用例に限定されるものではなく
、当業者であれば、特許請求の範囲の記載内容に基づき、その要旨を逸脱しない範囲内で
種々の態様に変形、変更することができ、それらも本発明の権利範囲に属するものである
。
【００６３】
【発明の効果】
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以上説明したように、本発明によれば、対象とする生体内組織への血流の灌流程度を簡便
な手法で正確に且つ安定して映像化し得る超音波診断装置、超音波信号解析装置、及び超
音波映像化方法を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態に係る超音波診断装置の全体構成を示す概略ブロック図。
【図２】積算処理部の処理例を示す概略フローチャート。
【図３】（ａ）及び（ｂ）は造影剤投与タイミングを基準にして灌流開始時刻を決定する
手法を説明する図で、（ａ）は造影剤投与後の輝度変化を示すグラフ、（ｂ）はモニタ上
の表示例を示す図。
【図４】超音波の高音圧送信と低音圧送信を組み合わせたシーケンスの条件下で灌流開始
時刻を決定する手法を説明する図。
【図５】フラッシュエコー法を利用して灌流開始時刻を決定する手法を説明する図。
【図６】積算処理の基本概念を説明する図。
【図７】ＬＯＧ変換前の信号に対し積算処理を施す場合の詳細構成を示す概略ブロック図
。
【図８】ＥＣＧ同期により同一心時相画像を取得する場合の積算処理を説明する図。
【図９】心臓の動きに対する積算制御点の移動を説明する図。
【図１０】積算画像の表示例を示す図で、（ａ）はグレースケール表示を示す図、（ｂ）
はカラー表示を示す図。
【図１１】冠動脈狭窄の有無による輝度変化曲線の変化を説明するグラフで、（ａ）は正
常領域を示す図、（ｂ）は狭窄のある冠動脈の支配領域を示す図。
【図１２】（ａ）は負荷前後の２つの積算画像を並べた表示例を示す図、（ｂ）は（ａ）
に示す２つの積算画像の減算処理後の画像の表示例を示す図。
【図１３】従来例の計測されている心筋と冠動脈の関係を説明する模式図。
【図１４】従来例の輝度変化曲線を説明するグラフ。
【符号の説明】
１１　超音波プローブ
２１　コントロールユニット
２２　送信部
２３　受信部
２４　ビームフォーマー部
２５　Ｂ／Ｍモード信号処理部
２５ａ　バンドパスフィルタ
２５ｂ　包絡線検波部
２５ｃ　ＬＯＧ変換部
２５ｄ　エッジ強調部
２６　ＣＦＭモード信号処理部
２７　画像再構成部（Ｂ／Ｍモード用）
２８　画像再構成部（ＣＦＭモード用）
２９　ビデオインターフェース
３０　モニタ
３１　積算処理部
３１ａ　第１逆ＬＯＧ変換部
３１ｂ　第１積算処理部
３１ｃ　第３ＬＯＧ変換部
３１ｄ　第２積算処理部
３１ｅ　第２ＬＯＧ変換部
４０　操作デバイス
４１　心電計
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